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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　当社は、2025年２月14日付けで提出した有価証券届出書（2025年２月18日に提出した有価証券届出書の訂正届出

書により訂正済）の記載事項のうち、株式の募集条件に関し必要な事項が2025年２月21日に確定したことに伴い、

当該有価証券届出書について、これに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので

あります。

 
２ 【訂正事項】

 第一部　証券情報

 
 第１　募集要項

 ２　株式募集の方法及び条件

 (1) 募集の方法

 (2) 募集の条件

 
 ４　新規発行による手取金の使途　

 (1) 新規発行による手取金の額

 
 
 第３　第三者割当の場合の特記事項

 ５　第三者割当後の大株主の状況

 
第三部　参照情報

 第１　参照書類　

 第２　参照書類の補完情報

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

２ 【株式募集の方法及び条件】

 
（訂正前）

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 109,012.5株(注)２、４ 291,063,375(注)２、３、４ －

一般募集 － － －

計(総発行株式) 109,012.5株(注)２、４ 291,063,375(注)２、３、４ －
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行数（処分する株式の数）及び発行価額の総額（処分総額）は、本スキームの対象となり得る対象従業員

最大1,119名に対して、当社が定める従業員区分に応じて規定する１名あたりの付与株式数（パターンA：最

大387名200株、パターンB：最大599名50株、パターンC：最大133名12.5株）に応じて付与するものと仮定し

て算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーショ

ンが終了した後の対象従業員である本持株会の対象会員の数に応じて確定します。具体的には、第三者割当

の方法により、本持株会からの引受けの申込みがされることを条件として、上記に記載の発行数の範囲で本

持株会が定めた申込み株式の数が「発行数」となります。なお、当社又は当社の子会社は、各対象会員に対

して付与株式数に応じた金額（パターンA：534,000円、パターンB：133,500円、パターンC：33,375円）を

支給し、当社は、本持株会を通じて各対象会員に対して、当社が定める従業員区分に応じて規定した株式数

を割り当てます。

３　2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準として算出した発行価額

（処分価額）をもとに見込額を記載しております。なお、当社は、本有価証券届出書提出日に、「2024年12

月期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表していること、及び「自己株式取得に係る事項の決定に関する

お知らせ（会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」を適時開示し、2025

年２月18日から20日までの間に自己株式の取得を予定していることから、当該公表及び開示に伴う株価への

影響を織り込み、既存株主の利益に配慮するため、2025年２月21日（以下「条件決定日」といいます。）

に、株価変動等諸般の事情を考慮の上、(i)2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普

通株式の終値である2,669円と(ii)条件決定日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社普

通株式の終値を比較し、高い方の金額（但し、一の位が０又は２の整数倍でない場合は１円を加算した金

額）を当社普通株式の発行価額（処分価額）として、その総額を決定いたします。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

４　発行数（処分する株式の数）は、本株式分割の効力発生後に218,025株となり、本自己株式処分により処分

されます。なお、処分価額（発行価額）は、本株式分割の効力発生後に株式分割の割合に応じ調整され、

2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準とした場合、1,335円と

なります。

 
（訂正後）

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 109,012.5株(注)２、４ 291,063,375(注)２、３、４ －

一般募集 － － －

計(総発行株式) 109,012.5株(注)２、４ 291,063,375(注)２、３、４ －
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行数（処分する株式の数）及び発行価額の総額（処分総額）は、本スキームの対象となり得る対象従業員

最大1,119名に対して、当社が定める従業員区分に応じて規定する１名あたりの付与株式数（パターンA：最

大387名200株、パターンB：最大599名50株、パターンC：最大133名12.5株）に応じて付与するものと仮定し

EDINET提出書類

株式会社オークネット(E21122)

訂正有価証券届出書（参照方式）

3/9



て算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーショ

ンが終了した後の対象従業員である本持株会の対象会員の数に応じて確定します。具体的には、第三者割当

の方法により、本持株会からの引受けの申込みがされることを条件として、上記に記載の発行数の範囲で本

持株会が定めた申込み株式の数が「発行数」となります。なお、当社又は当社の子会社は、各対象会員に対

して付与株式数に応じた金額（パターンA：534,000円、パターンB：133,500円、パターンC：33,375円）を

支給し、当社は、本持株会を通じて各対象会員に対して、当社が定める従業員区分に応じて規定した株式数

を割り当てます。

３　当社は、本有価証券届出書提出日に、「2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表しているこ

と、及び「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第459条第１項の規定による定款の定

めに基づく自己株式の取得）」を適時開示し、2025年２月18日に自己株式の取得をしていることから、当該

公表及び開示に伴う株価への影響を織り込み、既存株主の利益に配慮するため、2025年２月21日（以下「条

件決定日」といいます。）に、株価変動等諸般の事情を考慮の上、(i)2025年２月13日の東京証券取引所プ

ライム市場における当社普通株式の終値である2,669円と(ii)条件決定日の直前取引日の東京証券取引所プ

ライム市場における当社普通株式の終値2,423円を比較し、高い方の金額2,670円（但し、一の位が０又は２

の整数倍でない場合は１円を加算した金額）を当社普通株式の発行価額（処分価額）として、その総額を決

定いたしました。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるた

め、払込金額は資本組入れされません。

４　発行数（処分する株式の数）は、本株式分割の効力発生後に218,025株となり、本自己株式処分により処分

されます。なお、処分価額（発行価額）は、本株式分割の効力発生後に株式分割の割合に応じ調整され、

2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準とし、1,335円となりま

す。

 
（訂正前）

(2) 【募集の条件】

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

2,670(注)２、３，４ － 0.5株(注)５ 2025年４月15日 － 2025年４月16日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格（処分価額）は、本スキームの対象となり得る対象従業員最大1,119名に対して、当社が定める従

業員区分に応じて規定する１名あたりの付与株式数（パターンA：最大387名200株、パターンB：最大599名

50株、パターンC：最大133名12.5株）に応じて付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分す

る処分価額は、本持株会未加入者への入会プロモーションが終了した後の対象従業員である本持株会の対象

会員の数に応じて確定します。

３  2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準として算出した処分価額

をもとに見込額を記載しております。なお、当社は、本有価証券届出書提出日に、「2024年12月期決算短信

〔日本基準〕（連結）」を公表していること、及び「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会

社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」を適時開示し、2025年２月18日か

ら20日までの間に自己株式の取得を予定していることから、当該公表及び開示に伴う株価への影響を織り込

み、既存株主の利益に配慮するため、2025年２月21日（以下「条件決定日」といいます。）に、株価変動等

諸般の事情を考慮の上、(i)2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値で

ある2,669円と(ii)条件決定日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を

比較し、高い方の金額（但し、一の位が０又は２の整数倍でない場合は１円を加算した金額）を当社普通株

式の発行価額（処分価額）として決定いたします。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式

処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

４ 発行数（処分する株式の数）は、本株式分割の効力発生後に218,025株となり、本自己株式処分により処分

されます。なお、処分価額（発行価額）は、本株式分割の効力発生後に株式分割の割合に応じ調整され、

2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準とした場合、1,335円と

なります。

５ 申込株式単位は、本株式分割の効力発生後は、１株となります。

６　申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間に株式引受契約を締結し、払込期日に後

記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。

７　本自己株式処分は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間に当社及び割当予定先である本持株会との間

で株式引受契約が締結されることを条件として行われます。
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（訂正後）

(2) 【募集の条件】

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

2,670(注)２、３，４ － 0.5株(注)５ 2025年４月15日 － 2025年４月16日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格（処分価額）は、本スキームの対象となり得る対象従業員最大1,119名に対して、当社が定める従

業員区分に応じて規定する１名あたりの付与株式数（パターンA：最大387名200株、パターンB：最大599名

50株、パターンC：最大133名12.5株）に応じて付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分す

る処分価額は、本持株会未加入者への入会プロモーションが終了した後の対象従業員である本持株会の対象

会員の数に応じて確定します。

３ 当社は、本有価証券届出書提出日に、「2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表しているこ

と、及び「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第459条第１項の規定による定款の定

めに基づく自己株式の取得）」を適時開示し、2025年２月18日に自己株式の取得をしていることから、当該

公表及び開示に伴う株価への影響を織り込み、既存株主の利益に配慮するため、2025年２月21日（以下「条

件決定日」といいます。）に、株価変動等諸般の事情を考慮の上、(i)2025年２月13日の東京証券取引所プ

ライム市場における当社普通株式の終値である2,669円と(ii)条件決定日の直前取引日の東京証券取引所プ

ライム市場における当社普通株式の終値2,423円を比較し、高い方の金額2,670円（但し、一の位が０又は２

の整数倍でない場合は１円を加算した金額）を当社普通株式の発行価額（処分価額）として決定いたしまし

た。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額

は資本組入れされません。

４ 発行数（処分する株式の数）は、本株式分割の効力発生後に218,025株となり、本自己株式処分により処分

されます。なお、処分価額（発行価額）は、本株式分割の効力発生後に株式分割の割合に応じ調整され、

2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準とし、1,335円となりま

す。

５ 申込株式単位は、本株式分割の効力発生後は、１株となります。

６　申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間に株式引受契約を締結し、払込期日に後

記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。

７　本自己株式処分は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間に当社及び割当予定先である本持株会との間

で株式引受契約が締結されることを条件として行われます。

 
４ 【新規発行による手取金の使途】

 
（訂正前）

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

291,063,375(注)２、３、４ 450,000(注)６ 290,613,375(注)５
 

(注) １　新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。

２　払込金額の総額は、本スキームの対象となり得る対象従業員最大1,119名に対して、当社が定める従業員区

分に応じて規定する１名あたりの付与株式数（パターンA：最大387名200株、パターンB：最大599名50株、

パターンC：最大133名12.5株）に応じて付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式

の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションが終了した後の対象従業員である本持株会

の対象会員の数に応じて確定します。

３　払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、2025年２月13日の東京証券取

引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準として算出した発行価額（処分価額）をもとに見込額

を記載しております。なお、当社は、本有価証券届出書提出日に、「2024年12月期決算短信〔日本基準〕

（連結）」を公表していること、及び「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第459条

第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」を適時開示し、2025年２月18日から20日までの

間に自己株式の取得を予定していることから、当該公表及び開示に伴う株価への影響を織り込み、既存株主

の利益に配慮するため、2025年２月21日（以下「条件決定日」といいます。）に、株価変動等諸般の事情を

考慮の上、(i)2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である2,669円と

(ii)条件決定日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を比較し、高い方

の金額（但し、一の位が０又は２の整数倍でない場合は１円を加算した金額）を当社普通株式の発行価額

（処分価額）として、その総額を決定いたします。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式

処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

４　発行価額（処分価額）は、本株式分割の効力発生後に株式分割の割合に応じ調整され、2025年２月13日の東

EDINET提出書類

株式会社オークネット(E21122)

訂正有価証券届出書（参照方式）

5/9



京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準とした場合、1,335円となります。

５ 払込金額の総額及び差引手取概算額は、本有価証券届出書提出日における見込額の為、変更となる可能性が

あります。

６  発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等の書類作成費用等（消費税等は含まれておりませ

ん。）であります

 
（訂正後）

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

291,063,375(注)２、３、４ 450,000(注)５ 290,613,375
 

(注) １　新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。

２　払込金額の総額は、本スキームの対象となり得る対象従業員最大1,119名に対して、当社が定める従業員区

分に応じて規定する１名あたりの付与株式数（パターンA：最大387名200株、パターンB：最大599名50株、

パターンC：最大133名12.5株）に応じて付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式

の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションが終了した後の対象従業員である本持株会

の対象会員の数に応じて確定します。

３　払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、当社は、本有価証券届出

書提出日に、「2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表していること、及び「自己株式取得に

係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取

得）」を適時開示し、2025年２月18日に自己株式の取得をしていることから、当該公表及び開示に伴う株価

への影響を織り込み、既存株主の利益に配慮するため、2025年２月21日（以下「条件決定日」といいま

す。）に、株価変動等諸般の事情を考慮の上、(i)2025年２月13日の東京証券取引所プライム市場における

当社普通株式の終値である2,669円と(ii)条件決定日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における

当社普通株式の終値2,423円を比較し、高い方の金額2,670円（但し、一の位が０又は２の整数倍でない場合

は１円を加算した金額）を当社普通株式の発行価額（処分価額）として、その総額を決定いたしました。な

お、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本

組入れされません。

４　発行価額（処分価額）は、本株式分割の効力発生後に株式分割の割合に応じ調整され、2025年２月13日の東

京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を基準とし、1,335円となります。

５  発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等の書類作成費用等（消費税等は含まれておりませ

ん。）であります。

（注）５の全文削除及び６の番号変更
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

５ 【第三者割当後の大株主の状況】

 
（訂正前）

　当社は、2025年２月14日付の取締役会において、2025年３月31日を基準日、2025年４月１日を効力発生日として、

2025年３月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって、分

割することについて決議しました。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合(％)

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

フレックスコーポレーション
㈱

東京都港区南麻布五丁目２
番５-707号

9,354 38.57
9,354

(18,709)
38.40

㈱Blue Peak
東京都港区北青山二丁目５
番８号

2,421 9.98
2,421

(4,842)
9.94

GOLDMAN, SACHS & CO. REG
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券㈱)

200 WEST STREET NEW
YORK, NY, USA
(東京都港区虎ノ門二丁目
６番１号)

1,592 6.57
1,592

(3,185)
6.54

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券㈱)

PLUMTREE COURT, 25 SHOE
LANE, LONDON EC4A 4AU,
U.K.
(東京都港区虎ノ門二丁目
６番１号)

1,354 5.58
1,354

(2,708)
5.56

みずほ信託銀行㈱　退職給付
信託　オリエントコーポレー
ション口　再信託受託者
㈱日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目８
番12号

1,296 5.34
1,296

(2,592)
5.32

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RE FIDELITY FUNDS
(常任代理人　香港上海銀行東
京支店)

50 BANK STREET CANARY
WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁
目11番１号)

1,032 4.26
1,032

(2,064)
4.24

日本マスタートラスト信託銀
行㈱(信託口)

東京都港区赤坂一丁目８番
１号

894 3.69
894

(1,789)
3.67

㈱ナマイ・アセットマネジメ
ント

東京都世田谷区玉川台二丁
目22番５号

700 2.89
700

(1,400)
2.87

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RE NON TREATY CLIENTS
ACCOUNT
(常任代理人　香港上海銀行東
京支店)

50 BANK STREET CANARY
WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁
目11番１号)

604 2.49
604

(1,208)
2.48

㈱日本カストディ銀行(信託E
口)

東京都中央区晴海一丁目８
番12号

369 1.53
369

(739)
1.52

計 － 19,620 80.90
19,620

(39,241)
80.54

 

(注) １　2024年12月31日現在の株主名簿を基準としております。

２　株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及

び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しており

ます。

３ 割当後の所有株式数は、本株式分割の効力発生前の数値を記載しており、株式分割効力発生後の数値は（）

内に記載しております

４　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年12月31

日現在の総議決権数(242,528個)に本自己株式処分により増加する上限総議決権数(1,090個)を加えた数

(243,618個)で除した数値です。なお、本株式分割の効力発生後の割合に変動はありません。

５　上記のほか当社保有の自己株式503,023株（2024年12月31日現在）があり、割当後は394,010.5株（本株式分

割の効力発生後に788,021株）となります。ただし、2025年１月１日以降の単元未満株式の買取・買増分及

び2025年１月１日以降本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年２月18日）までの間に取得した自己株

式は含んでおりません。
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（訂正後）

　当社は、2025年２月14日付の取締役会において、2025年３月31日を基準日、2025年４月１日を効力発生日として、

2025年３月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって、分

割することについて決議しました。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合(％)

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

フレックスコーポレーション
㈱

東京都港区南麻布五丁目２
番５-707号

9,354 38.57
9,354

(18,709)
38.40

㈱Blue Peak
東京都港区北青山二丁目５
番８号

2,421 9.98
2,421

(4,842)
9.94

GOLDMAN, SACHS & CO. REG
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券㈱)

200 WEST STREET NEW
YORK, NY, USA
(東京都港区虎ノ門二丁目
６番１号)

1,592 6.57
1,592

(3,185)
6.54

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券㈱)

PLUMTREE COURT, 25 SHOE
LANE, LONDON EC4A 4AU,
U.K.
(東京都港区虎ノ門二丁目
６番１号)

1,354 5.58
1,354

(2,708)
5.56

みずほ信託銀行㈱　退職給付
信託　オリエントコーポレー
ション口　再信託受託者
㈱日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目８
番12号

1,296 5.34
1,296

(2,592)
5.32

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RE FIDELITY FUNDS
(常任代理人　香港上海銀行東
京支店)

50 BANK STREET CANARY
WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁
目11番１号)

1,032 4.26
1,032

(2,064)
4.24

日本マスタートラスト信託銀
行㈱(信託口)

東京都港区赤坂一丁目８番
１号

894 3.69
894

(1,789)
3.67

㈱ナマイ・アセットマネジメ
ント

東京都世田谷区玉川台二丁
目22番５号

700 2.89
700

(1,400)
2.87

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RE NON TREATY CLIENTS
ACCOUNT
(常任代理人　香港上海銀行東
京支店)

50 BANK STREET CANARY
WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁
目11番１号)

604 2.49
604

(1,208)
2.48

㈱日本カストディ銀行(信託E
口)

東京都中央区晴海一丁目８
番12号

369 1.53
369

(739)
1.52

計 － 19,620 80.90
19,620

(39,241)
80.54

 

(注) １　2024年12月31日現在の株主名簿を基準としております。

２　株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及

び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しており

ます。

３ 割当後の所有株式数は、本株式分割の効力発生前の数値を記載しており、株式分割効力発生後の数値は（）

内に記載しております

４　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年12月31

日現在の総議決権数(242,528個)に本自己株式処分により増加する上限総議決権数(1,090個)を加えた数

(243,618個)で除した数値です。なお、本株式分割の効力発生後の割合に変動はありません。

５　上記のほか当社保有の自己株式503,023株（2024年12月31日現在）があり、割当後は394,010.5株（本株式分

割の効力発生後に788,021株）となります。ただし、2025年１月１日以降の単元未満株式の買取・買増分及

び2025年１月１日以降本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年２月21日）までの間に取得した自己株

式は含んでおりません。
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参

照ください。

 
（訂正前）

（省略）

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年２月18日）までに、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2024年

３月27日関東財務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年２月18日）までに、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき臨時報告書を2024年11月

22日関東財務局長に提出

（省略）

 
（訂正後）

（省略）

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年２月21日）までに、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2024年

３月27日関東財務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年２月21日）までに、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき臨時報告書を2024年11月

22日関東財務局長に提出

（省略）

 
第２ 【参照書類の補完情報】

 
（訂正前）

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年２

月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提

出日(2025年２月18日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 
（訂正後）

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年２

月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提

出日(2025年２月21日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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